
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 11回総会議事録（Ｒ３年11月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和３年11月 30日  午後１時30分～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 
出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 出 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子 

出 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

出 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり 

出 13松山 忠雄 出 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 出 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 欠 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 欠 24小野 籍雄 

 
 
４ 事 務 局 
   局 長 下鶴 浩一           次 長 福丸 好文         

主 幹 野崎 洋一           主 査 中崎 聖太 
主 査 横山 いづみ          主 事 鬼束 純平 
副主幹 横山 百合子（山之口総合支所） 副主幹 山波 幸二（高城総合支所） 
副主幹 米満 里美（山田総合支所）   副主幹 山元 裕三（高崎総合支所） 

   農政課副主幹 有村 幸二        農政課主事 高橋 卓 
   農政課主事 氏原 明裕 
 
５ 付議案件 

報告第 20号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第 21号 許可書の返戻について 

議案第 84号 都城市農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について 

議案第 85号 非農地証明について 

議案第 86号 農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定 

及び許可決定について 

議案第 87号 農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出について 

議案第 88号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第 89号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ 

いて 

議案第 90号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ 

いて 

議案第 91号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決 

定について 

議案第 92号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決 

定について（中間管理事業） 



第１１回総会議事録 

 

 

議   長  ただ今より第１１回の定例総会を開催いたします。本日の出欠につきましては、２

名欠席ですので、２２名の出席ということになります。では、議事録署名人を私の方

で指名させていただきます。本日は２１番委員と２２番委員といたしますのでよろし

くお願いします。 

審議に移りますが、本日は報告２件と議案９件となっています。まず報告案件につ

いてですが、報告第２０号農地法第１８条第６項の規定による通知についてと報告第

２１号許可書の返戻について、２件まとめて説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第２０号農地法第１８条第６項の規定による通知についてですが、今月は大変

多くなっておりまして、１５１件の通知で、330,535.29㎡の内容となっています。次

に報告第２１号許可書の返戻についてですが、今月は１件ございまして、343.00㎡の

内容でございます。議案書は７８ページになりますが、記載のとおり５条許可の返戻

となっています。理由につきましては備考欄に書いてあるとおりでございます。 

議   長  ありがとうございました。これらの報告に何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  何も無いようですので、ただ今の報告案件につきましては、原案のとおり承認いた

します。 

       続きまして、議案の審議に入ります。まず議案第８４号都城市農業振興地域整備計

画の変更に係る意見決定についてを議題といたします。議案に対する説明をお願いい

たします。 

 

農 政 課    ＜担当者が用途変更案件５件について、事前配布の資料に沿って説明＞ 

議   長  ありがとうございました。これについて何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  質問が無いようですので採決いたします。議案第８４号都城市農業振興地域整備計

画の変更に係る意見決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８４号については、承認するものといたしました。 

農 政 課  ご審議ありがとうございました。ここで都城市農業振興地域整備計画の全体見直し

について、多少説明の時間をいただきたいと思います。 

＜担当者が、事前配布の資料に沿って説明＞ 

議   長  ありがとうございました。今の説明に対して何かご質問はございませんか。 

２１番委員  私の地区には既に荒廃した農地が多数あるんですが、簡単には除外できないという

ことでしょうか。 

農 政 課  具体的に場所を確認しながらでないと、ここでは何も言えません。後ほど当課へ来

ていただければお話しできると思います。 

議   長  よろしいでしょうか。では、審議を続けたいと思います。次に議案第８５号非農地

証明についてを議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第８５号非農地証明についてですが、今月は３件の証明願いがありまして、



6,561.00㎡の内容となっています。議案書は８０ページになりますが、いずれも山林

原野化しているとの調査報告がなされているようで、それが別紙調査報告のまとめの

１ページに記載してございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  この件について何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  特に無いようですので採決に入ります。議案第８５号非農地証明について、ご同意

いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８５号については、承認するものといたしました。次

に議案第８６号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決

定及び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８６号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定

及び許可決定についてでございます。今月は３件の申請で、3,187.00㎡の内容でござ

います。調査報告につきましては、調査報告書のまとめの２ページに記載してありま

す。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ご質問があれば、お受けいたします。何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第８６号農地法第５条許可後の事業計画変

更申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙

手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８６号については許可相当と決定しました。次に議案

第８７号農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出についてを議題といた

します。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８７号農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出についてでござい

ます。今月は高崎町で１件の届出がございました。調査報告がなされておりまして、

調査報告のまとめの３ページに記載してあります。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議   長  ここでご質問をお受けいたします。何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第８７号農地法第２条による農地所有適格

法人適格要件届出について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８７号については承認するものと決定しました。次に

議案第８８号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてを議題と

いたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８８号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてでござい

ます。今月は２７件の申請がございまして、面積につきましては、正誤表にあります

ように少し修正がございまして、61,650.00 ㎡の内容となっています。今月は特例に

よる取得が数件含まれておりまして、案件４番、５番については、社会福祉法人によ



る特例、案件１２番は地形的条件による特例、そして案件１７番は空き家等情報バン

クに伴う特例として申請されています。その他は農地法第３条第２項各号に該当しな

いと判断されます。調査報告につきましては、調査報告書のまとめの４ページから６

ページに記載してありますのでご審議方よろしくお願いします。 

議   長  ここでご質問をお受けしますが、何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  質問も無いようですので採決いたします。議案第８８号農地法第３条許可申請によ

る農業委員会の許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８８号につきましては、すべて許可するものと決定い

たしました。続きまして、議案第８９号農地法第４条許可申請による農業委員会の意

見決定及び許可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８９号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ

いてですが、今月は８件の申請で、面積は少し修正がございまして、7,679.25㎡の内

容となっています。調査報告につきましては、調査報告書のまとめの７ページ、８ペ

ージに記載してありますのでご審議方よろしくお願いします。 

議   長  ここでお諮りいたします。案件８番につきましては、６番委員が当事者となります

ので他と分けて審議したいと思います。まず、この８番を除く案件について審議いた

します。何かご質問のある方はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第８９号農地法第４条許可申請による農業

委員会の意見決定及び許可決定について、案件８番を除く案件にご同意いただける方

は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８９号の案件８番を除く案件はすべて許可するものと

決定いたしました。それでは、６番委員の退室をお願いします。 

６ 番 委員  （退室） 

議   長  続きまして、議案第８９号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び

許可決定についての案件８番について審議いたします。何かご質問のある方はござい

ませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  特に無いようですので採決いたします。議案第８９号農地法第４条許可申請による

農業委員会の意見決定及び許可決定についての案件８番にご同意いただける方は挙

手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８９号の案件８番は許可するものと決定いたしました。

それでは、６番委員の入室をお願いします。 

６ 番 委員  （入室） 

議   長  次に議案第９０号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定

についてを議題とします。議案に対する事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９０号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ



いてですが、今月は、正誤表にありますように１件の取下げが出されたため、４９件

件の申請となりまして、46,325.35 ㎡の内容となっております。調査報告の方は、調

査報告のまとめの９ページから１５ページに記載してあります。ご審議方よろしくお

願いいたします。 

議   長  質問をお受けします。何かある方はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  何も無いようですので採決いたします。議案第９０号農地法第５条許可申請による

農業委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いし

ます。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９０号はすべて許可相当と決定いたしました。次に、

議案第９１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定についてでございます。まず所有権移転ですが、今月は１６件の申請があり、

34,876.00 ㎡の内容となっております。利用権設定につきましては、３９件の申請が

ございまして、86,507.16 ㎡の内容となっております。なお、公告につきましては、

本日１１月３０日付けを予定しております。 

議   長  ご質問をお受けしますが、何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第９１号農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農業委員会の決定について同意される方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９１号については原案どおり承認いたしました。次に

議案第９２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定について（中間管理事業）を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定について（中間管理事業）でございます。今月は正誤表にありますように１件の取

下げがございましたので、２７７件の申請となりまして、607,293.35㎡の内容となっ

ています。なお、この公告につきましては、先程と同様、本日１１月３０日付けを予

定しております。 

議   長  ご質問があればお受けしますが、何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  特に何も無いようですので採決いたします。議案第９２号農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理事業）に同意され

る方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９２号については原案どおり承認いたしました。これ

で本日予定の議案審議はすべて終わりましたが、皆さんの方から他に何かございませ

んか。 

全 委 員  無し（の声あり） 



議   長  何も無いようですので、これをもちまして第１１回総会を終了いたします。皆さん

お疲れ様でした。 

        

 

令和３年  月  日 

 

議事録署名委員 

              

 21番委員               

 

 

 22番委員               

                                   

 

作製者 福丸 好文 

 


